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○四日市市工事執行規則（昭和46年10月５日規則第34号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、本市が執行

する工事及び工事用材料の供給に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 建設工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第

２条第１項に規定する建設工事をいう。 

(2) 建設工事関連業務 建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう。 

(3) 工事 建設工事、建設工事関連業務並びに製造及び修繕工事をいう。 

(4) 工期 請負契約に定める工事期間又は委託契約に定める履行期間をいう。 

（工事の執行方法） 

第３条 工事の執行は、請負、直営又は委託によるものとする。 

２ 工事を直営で執行する場合においても、その一部を請負又は委託に付すること

ができる。 

３ 一連の工事について、工程又は工法を分割して執行することができる場合は、

これを数個に分割して請負又は委託に付することができる。 

第４条 削除 

（入札参加願） 

第５条 工事及び工事用材料の供給につき、一般競争入札又は指名競争入札（以下

「競争入札」という。）に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申

請書又は入札参加資格申請書（物品・業務委託）（以下「参加資格申請書」とい

う。）に別に定める書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による参加資格審査申請書を提出した者について、四日市

市請負工事入札参加資格審査会（以下「審査会」という。）の審査に付し、適格

者であるかどうかを認定するものとする。この場合適格者であると認定した者に

ついては、直ちに四日市市請負工事入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者

名簿」という。）に登録しなければならない。 

３ 前項の入札参加資格者名簿は、４年ごとに調製するものとする。ただし、建設
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工事については、法の規定により毎年受けることが義務付けられている経営事項

審査の結果に基づき、毎年入札参加資格者名簿を調製するものとする。 

４ 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（変更の届出） 

第６条 入札参加資格者名簿に登録された者は、前条第１項に基づく申請事項等に

ついて変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、速やかに審査会の審

査に付し、引き続き資格を有する者であるかどうかを決定するものとする。この

場合において、その変更を届け出た者が資格を有しないと決定したときは、市長

は、直ちに入札参加資格者名簿から、その者の登録を抹消するものとする。 

（廃業等の届出） 

第７条 入札参加資格者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなった場合においては、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を市長に

届け出なければならない。 

(1) 入札参加資格者名簿に登録された者が死亡したときは、その相続人 

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者 

(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その清算人 

(4) 入札参加資格者名簿に登録された業務を廃止したときは、当該業務を営んで

いた個人又は法人の役員 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、直ちに入札参加資格者名簿に

つき、その者の登録を抹消するものとする。 

（登録の抹消の場合における工事の措置） 

第８条 第６条第２項又は前条第２項の規定により、入札参加資格者名簿に登録さ

れていた者がその登録を抹消された場合においては、入札参加資格者名簿に登録

されていた者又はその承継人は、登録抹消前に締結された請負又は委託契約（以

下「請負契約等」という。）に係る工事を引き続いて施行することができる。こ

の場合において、当該入札参加資格者名簿に登録されていた者又はその承継人は、

登録抹消の後遅滞なく、その旨を市長に通知しなければならない。 

２ 市長は、当該入札参加資格者名簿に登録されていた者の登録の抹消の日又は前

項後段の規定による通知を受けた日から３０日以内に限り、その工事の請負契約

等を解除することができる。 

（入札の公告又は指名通知） 
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第９条 市長は、一般競争入札により契約の締結をしようとするときは、入札に付

する事項、入札への参加資格、入札の場所、日時その他入札について必要な事項

を公告するものとする。 

２ 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第５条第２項の

規定により、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから、３人以上の入札者

を指名し、指名通知書により、入札の場所、日時その他入札について必要な事項

を通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により入札者を指名するときは、別に定める基準に従い審

査会の意見を聞くものとする。 

（見積期間） 

第１０条 市長は、前条の規定により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる

見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第２号

及び第３号の期間は、５日以内に限り短縮することができる。 

(1) 工事１件の予定価格が５００万円に満たない工事については、１日以上 

(2) 工事１件の予定価格が、５００万円以上、５，０００万円に満たない工事に

ついては、１０日以上 

(3) 工事１件の予定価格が５，０００万円以上の工事については、１５日以上 

（入札書又は見積書） 

第１１条 工事及び工事用材料の供給に関する契約を競争入札により締結する場

合の入札書又は随意契約により締結する場合の見積書は、それぞれ次の各号に掲

げる様式によらなければならない。 

(1) 入札書（第１号様式） 

(2) 見積書（第２号様式） 

（見本品の提出） 

第１２条 市長は、工事用材料を買い入れる場合において必要があると認めるとき

には、入札資格者に対し、あらかじめ見本品の提出を求めることができる。 

（契約の締結及びその様式） 

第１３条 市長は、工事及び工事用材料の供給に関する契約の落札者又は相手方を

決定したときは、別に定める契約書又は請書により当該契約を締結するものとす

る。 

２ 前項の契約書及び請書には、設計図書（工事設計書、図面、仕様書、現場説明

書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）を添付しなければなら
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ない。ただし、市長において特に必要がないと認めるときは、添付すべき設計図

書の全部又は一部を省略することができる。 

（工程表） 

第１４条 受注者又は受託者（以下「受注者等」という。）は、請負契約等の締結

の日から７日以内に工程表を市長に提出しなければならない。 

２ 受注者等は、第２７条の規定による工事の内容及び工期に係る変更がある場合

においては、請負契約等の変更後、直ちに変更工程表を市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 受注者等は、第２８条の規定により工期の延長を申請しようとするときは、同

条に定める書面とともに前項の規定による変更工程表を市長に提出しなければ

ならない。 

４ 市長は、契約金額が３００万円未満の工事については特に必要がある場合を除

き、前３項に規定する工程表又は変更工程表の提出を省略させることができる。 

（工事の着手） 

第１５条 受注者等は、あらかじめ工事着手届又は委託業務着手届（以下「着手届」

という。）を市長に提出し、請負契約等の締結の日から７日以内に工事に着手し

なければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第１６条 受注者等は、請負契約等によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 受注者等は、請負契約等の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事用材

料を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（一括委任又は下請負の禁止） 

第１７条 受注者等は、請負契約等の履行について工事の全部若しくはその主たる

部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第

三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（同一の工事入札参加者間の下請負） 

第１７条の２ 受注者等は、指名競争入札に付した工事において、同一工事に係る

入札の参加者に工事を請け負わせ、又は委託してはならない（１次以下の下請負

又は再委託を含む。）。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合はこの限

りでない。 
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（一部下請負等） 

第１８条 受注者等は、下請負又は再委託により工事を施行する場合には、直ちに

請負工事一部下請負届又は再委託届を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において市長は、工事の施行につき著しく不適当と認められる下請

負者又は再委託者があるときは、受注者等に対しその変更を求めることができる。 

（監督職員及び検査職員） 

第１９条 市長は、請負契約等を締結したときは、契約ごとに受注者等の施行する

工事について契約の適正な履行を確保するため必要な指示監督を行う職員（以下

「監督職員」という。）及び工事について契約の適正な履行を確保し、又は給付

の完了を確認するため検査を実施する職員（以下「検査職員」という。）を指名

するものとする。 

２ 前項の監督職員及び検査職員は、同一契約について相互に兼ねることができな

い。 

（現場代理人、主任技術者等） 

第２０条 受注者は、工事現場に常駐し、監督職員の監督又は指示に従い、工事現

場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、現

場代理人を定めた場合は、その者に当該事項を処理させることができる。この場

合においては、現場代理人・技術者選任（変更）通知書によりその者の氏名その

他必要な事項を第１５条の着手届とともに、市長に届け出なければならない。 

２ 受注者は、法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者及び専門技術者

（法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）を選任し、現場代理人・

技術者選任（変更）通知書によりその者の氏名その他必要な事項を第１５条の着

手届とともに市長に届け出なければならない。 

３ 受注者は、現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を変更

したときは、直ちに現場代理人・技術者選任（変更）通知書によりその旨を市長

に届け出なければならない。 

（管理技術者及び照査技術者） 

第２０条の２ 受託者は、業務の管理及び統括を行う管理技術者及び業務の成果物

の内容に係る技術上の照査を行う照査技術者を定め、管理技術者・照査技術者選

任（変更）通知書によりその者の氏名その他必要な事項を第１５条の着手届とと

もに市長に届け出なければならない。 

２ 前項の管理技術者及び照査技術者は、これを兼ねることができない。 
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（特許権等の使用） 

第２１条 受注者等は、工事及び工事用材料の供給に際し、特許権その他第三者の

権利の対象となっている施行方法及び材料を使用するときは、その使用に関する

一切の責任を負わなければならない。ただし、市長が施行方法等を指定した場合

において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者等が

その存在を知らなかったときは、その使用に関して要した費用を市が負担するも

のとする。 

（使用材料） 

第２２条 受注者は、工事に使用する材料の品質について、設計図書に定めるとこ

ろによらなければならない。 

２ 受注者は、検査の結果不合格と決定した材料については、７日以内にこれを引

き取らなければならない。 

３ 受注者は、監督職員の承認を受けないで検査済み材料を工事現場から搬出して

はならない。 

（貸与品又は支給材料） 

第２３条 市長が受注者等に対し建設機械器具若しくは資料を貸与し、又は材料を

支給するときは、監督職員が立ち会い、これを引き渡すものとする。 

２ 前項の貸与品又は支給材料の名称、数量、引渡しの時期及び引渡場所は、設計

図書に記載したところによるものとする。ただし、やむを得ない事情があるとき

は、あらかじめ受注者等に通知して、これを変更することができる。 

３ 受注者等は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく貸与品借用書又

は支給品受領書を市長に提出しなければならない。 

４ 受注者等は、使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって

不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添えて市長に返納しなけれ

ばならない。 

５ 受注者等は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなけれ

ばならない。 

６ 受注者等は、自己の責めに帰すべき事由により貸与品又は支給材料を滅失し、

若しくはき損したとき又は返納できないときは、市長の指定する期間内に代品を

納め、又は原状に復し、若しくは損害を賠償しなければならない。 

（立会い施行） 

第２４条 受注者は、工事に使用する材料で調合を必要とするものについては、監
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督職員の立会いを得て調合したものでなければ、これを使用することができない。

ただし、調合についてあらかじめ監督職員の指示若しくは承認を受けた場合又は

見本検査によることが認められた場合についてはこの限りでない。 

２ 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することが

できない工事を施行するときは、監督職員の立会いのうえ施行しなければならな

い。 

（改造義務） 

第２５条 受注者等は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、市長が

その改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、

当該不適合が市長の責めに帰する事由によるときは、市は、必要と認められると

きは受注者等に及ぼした必要な経費等を負担するものとする。 

（現場状況の不一致等） 

第２６条 受注者等は、工事の施行に当たり設計図書と工事現場の状態が一致しな

いとき、設計図書に疑義があるとき又は地盤等につき了知することのできない状

態が発見されたときは、直ちにその旨を書面をもって、市長に通知して指示を受

けなければならない。 

２ 前項の場合において、市長は必要があると認めるときは、工事の内容、工期又

は契約金額を変更することができる。 

（工事の変更、中止等） 

第２７条 市長は、必要があると認める場合には、工事の内容及び工期を変更し、

又は工事の施行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。 

２ 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、契約金額又は工期を変更す

ることができる。 

（工期延長） 

第２８条 市長は、受注者等から天災地変その他避けることのできない事由により

工期の延長を書面により申し出されたときは、これを審査のうえ認めることがで

きる。 

２ 前項以外の事由により受注者等から工期の延長を書面により申し出たときは、

市長はやむを得ないと認める場合に限り、工期の延長を認めることができる。 

（経済情勢の変動等） 

第２９条 市長は、工期内に予測できない経済情勢の激変により契約金額が著しく

不適当となったときは、契約金額又は工事の内容を変更することができる。 
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（契約の変更） 

第３０条 第２６条第２項、第２７条、第２８条又は前条の規定により契約金額又

は工事の内容及び工期に変更があるときは、受注者等と協議の上、変更契約書又

は変更請書により請負契約等を変更するものとする。 

（臨機の措置） 

第３１条 受注者等は、災害防止等のため必要があるときは、工事の目的物及び材

料等の保全のために臨機の措置をとらなければならない。この場合においては、

緊急やむを得ないときを除き、あらかじめ監督職員の指示を受けなければならな

い。 

２ 受注者等は、監督職員が災害防止等のため臨機の措置をとることを求めたとき

は、これに従わなければならない。 

３ 前２項の場合において、監督職員は、受注者等のとった措置につき、直ちに市

長に報告するものとする。 

４ 第１項及び第２項の措置に要した経費は受注者等と協議の結果、契約金額に含

めることが不適当と認めた部分については、市が負担するものとする。 

（引渡前の損害） 

第３２条 受注者等は、工事目的物又は成果物の引渡し前に、工事目的物、成果物

又は工事用機械若しくは材料に生じた損害については、これを負担しなければな

らない。ただし、市の責めに帰する事由によって生じた損害についてはこの限り

でない。 

（第三者に及ぼした損害） 

第３３条 受注者等は、工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、その

賠償の責めを負わなければならない。ただし、市の責めに帰する事由によって生

じた損害についてはこの限りでない。 

（天災等による損害） 

第３４条 受注者等は、天災その他不可抗力によって工事の出来形部分（検査職員

が現実に出来形があったものとして確認したものをいう。以下同じ。）及び工事

現場に搬入した検査済みの材料について損害を生じたときは、直ちにその状況を

市長に通知しなければならない。 

２ 前項の場合において、市は、その損害額が契約金額の１００分の１を超えると

認めるものについては、保険その他により損害を補てんすることができるものを

除き、その全部又は一部を負担するものとする。ただし、受注者等が損害の防止
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について善良な管理者の注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。 

（検査） 

第３５条 受注者等は、工事の全部又は一部が完成したときは、工事完成届若しく

は委託業務完了届又は工事既済部分届若しくは工事部分完成届を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の工事完成届、工事既済部分届又は工事部分完成届を受理したと

きは、その日から１４日以内に、前項の委託業務完了届を受理したときは、その

日から１０日以内に検査を行うものとする。 

３ 市長は、検査のため必要があるときは、その理由を受注者等に通知して工事目

的物又は成果物を最小限度破壊することができる。この場合において、検査及び

復旧に要する費用は、受注者等の負担とする。 

４ 受注者等は、第２項の検査に合格しないときは、市長の指定する期間内にこれ

を修補又は改造して、再び検査を受けなければならない。 

５ 市長は、工事の全部が検査に合格したときは工事完成認定書又は委託業務完了

認定書を、工事の一部が検査に合格したときは出来高認定書を受注者等に交付す

るものとする。 

（引渡時期） 

第３６条 市長は、前条に規定する工事の全部の検査により工事の完成を確認した

後、受注者等から引渡しの申出があったときは、工事目的物引渡書又は成果物引

渡書により、速やかに引渡しを受けるものとする。 

２ 受注者等が前項の申出を行わないときは、契約金額の支払の完了をもって引渡

しとする。 

（契約金額の請求及び支払） 

第３７条 受注者等は、第３５条第５項の工事完成認定書又は委託業務完了認定書

を受領したときは、遅滞なく請負代金請求書又は業務委託料請求書を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により請負代金請求書を受理したときは、その日から４０

日以内に請負代金を、業務委託料請求書を受理したときは、その日から３０日以

内に業務委託料を支払うものとする。ただし、契約締結の際あらかじめ支払期日

を定めたときは、その期日による。 

３ 市長が第３５条第２項に規定する期間内に検査を行わないときは、当該期間の

末日の翌日から検査を行った日までの期間の日数を、前項に規定する期間の日数
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から差し引くものとする。 

（部分使用） 

第３８条 市長は、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用すること

ができる。 

２ 市長は、前項の場合において、その使用する部分について善良な管理者の注意

をもって使用するものとする。 

（前金払） 

第３９条 受注者等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律

第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」とい

う。）と工期を保証期間として、同条第５項に規定する前払金の保証に関する契

約（以下「前払金の保証契約」という。）を締結したときは、当該契約に係る保

証証書（以下「証書」という。）を市長に寄託したうえで、当該証書記載の保証

金額の範囲内において、工事のうち請負によるものにあっては請負代金の１０分

の４以内の額の前金払を、委託によるものにあっては業務委託料の１０分の３以

内の額の前金払を前金払請求書により請求することができる。 

２ 受注者等は、前項の規定により前金払を請求した工事（請負によるものに限

る。）が、次の各号に掲げる要件を満たした場合は、保証事業会社と当該前払金

の保証契約を締結し、その証書を市長に寄託したうえで、当該証書記載の保証金

額の範囲内において、既に請求した前金払に追加して請負代金の１０分の２以内

の額の前金払を前金払請求書により請求することができる。 

(1) 工期の２分の１を経過していること。 

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされてい

る当該工事に係る作業が行われていること。 

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１

以上の額に相当するものであること。 

３ 受注者等は、第１項又は第２項の場合において、工事の内容の変更その他の事

由により工期に変更があったときは、直ちに保証事業会社と保証期間変更の保証

契約を締結し、その証書を市長に寄託しなければならない。 

（前払金の使途等） 

第４０条 受注者等は、前条の規定により支払を受けた前払金は、前払金の保証契

約に定める範囲内で当該工事の材料費、労務費、損料、動力費、支払運賃、修繕

費、仮設費等で市長が必要と認める経費以外の支払に充ててはならない。 
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（部分払） 

第４１条 受注者等は、四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）

第３４条の規定により部分払の請求をしようとするときは、第３５条第５項の出

来高認定書を受領後、遅滞なく内金払請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により内金払請求書を受理した場合の支払については、第

３７条第２項の規定を準用する。 

（かし担保） 

第４２条 受注者は、第３６条の規定により工事目的物の引渡しを受けた日から１

年間は、工事目的物のかしを修補し、又はそのかしによって生じた損害の補償に

ついて、その責めを負わなければならない。ただし、この期間は、石造、土造、

れんが造、金属造、コンクリート造の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設

備工事等若しくは地盤のかし又はこれによる損害については、２年とする。 

２ 受託者は、第３６条の規定により成果物の引渡しを受けた日から３年間は、成

果物のかしを修補し、又はそのかしによって生じた損害の補償について、その責

めを負わなければならない。 

３ かしが、受注者等の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行

うことのできる期間は、１０年とする。 

（特定の違法行為に対する措置） 

第４３条 受注者等は、請負契約等の入札に際し、次の各号のいずれかに該当する

ときは、市長の請求に基づき、違約金として契約金額の１０分の２に相当する額

を市長に支払わなければならない。工事が完成した場合も同様とする。 

(1) 受注者等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注

者等が構成事業者である事業者団体（以下「事業者団体」という。）が同法第

８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者等に対し、

同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場合を含む。）の規

定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命

令が確定したとき（確定した納付命令が同法第６３条第２項の規定により取り

消された場合を含む。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定による排除措置

命令（これらの命令が受注者等又は事業者団体に対し行われたときは、受注者

等又は事業者団体に対する命令で確定したものをいい、受注者等又は事業者団
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体に対し行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合に

おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての

事業活動があったとされたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等又は事業者団体に独占禁止法第

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該

違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該請負契約

等が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者

等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴

金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書

の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの

であるとき。 

(4) 受注者等（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（契約の解除） 

第４４条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。 

(1) 正当な理由なく、工事を着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(2) 受注者等の責めに帰する事由により工期内に完成しないとき又は工期経過

後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 受注者が法第２６条第１項又は第２項に掲げる者を設置しなかったとき。 

(4) 受託者が第２０条の２に規定する技術者を設置しなかったとき。 

(5) 前４号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達

することができないと認められるとき。 

(6) 次条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

(7) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以

下この号において同じ。）又は受託者（受託者が設計共同体であるときは、そ

の構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当

するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成

２０年四日市市告示第２８号。以下「暴力団等排除要綱」という。）第３条に

規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第４条に規定する警察等
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関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当である

と認められるとき。 

 ア 受注者等又はその役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、

支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に

関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に

実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。

以下この号において同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行

うことを助長するおそれのある団体（以下「暴力団」という。）の関係者であ

ると認められるとき、又は暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力し、若しく

は関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法

行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があ

った者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 イ 受注者等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者

を利用するなどしていると認められるとき。 

 ウ 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係

者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して

直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力

団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

 エ 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱

別表第１第４項に規定する密接な関係を有していると認められるとき。 

 オ 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱

別表第１第５項に規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

 カ 受注者等又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しく

は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 キ 役員等又はその使用人が、業務（個人の私生活上の行為以外の受注者等の

業務全般をいう。）に関し、暴力行為（暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法

令にふれる行為をいう。）を行ったと認められるとき。 

 ク 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力
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団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その

者を下請負人として使用し、又は再委託したとき。 

 ケ 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力

団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する者を下請負人（一次下請以降の全

ての下請負人を含む。）として使用し、又は再委託（すべての再委託を含む。）

していた場合に発注者が受注者等に対し又は受注者等を通じて当該契約の解

除を求め、受注者等がこれに従わなかったとき。 

 コ 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力

団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する同要綱別表第２に規定する資材

販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表第２に規

定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。 

 サ 受注者等又は下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）が、市

の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第

１に掲げる一に該当する同要綱別表第２に規定する資材販売業者等から資材

を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用

していた場合に発注者が受注者等に対し又は受注者等を通じて当該契約の解

除を求め、受注者等がこれに従わなかったとき。 

 シ 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による

不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠

り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。 

(8) 契約の入札に関し、前条各号の規定に該当したとき。 

第４５条 受注者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。 

(1) 第２６条第１項、第２７条第１項又は第２９条の規定による工事内容の変更

のため契約金額が、当初の契約金額に比し３分の２以上減少したとき。 

(2) 第２７条第１項の規定による工事中止の期間が、工期の２分の１を超えたと

き。 

(3) 市長が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能になった

とき。 

（解除に伴う措置） 

第４６条 市長は、契約を解除した場合においては、受注者等の負担において工事

目的物又は成果物の出来形部分を取り除き、又は搬入した材料の引取りをさせる
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ものとする。ただし、市長が出来形部分について所定の検査を行い、当該検査に

合格したものについては引渡しを受け、これに相当する契約金額を受注者等に支

払うものとする。 

２ 受注者等は、契約を解除した場合において貸与品、支給材料その他市長に返還

すべき物件があるときはこれを市長に返還し、又は、工事用地等に受注者等の所

有若しくは管理する物件があるときは、これを撤去するとともに、修復し、取り

片付けて、工事用地等を市長に明け渡さなければならない。 

３ 前項の規定において、受注者等が正当と認められる事由なしに一定の期間内に

物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、市長は受注者等に代わってそ

の物件を処分することができる。この場合において、受注者等は、市長の処分方

法について異議の申立てをすることができないとともに、これに要した費用を負

担しなければならない。 

（火災保険等） 

第４７条 市長は、受注者に対し必要と認めるときは、工事目的物及び工事用材料

を火災保険その他の保険に付することを求めることができる。 

（請負契約に関する紛争の解決） 

第４８条 請負契約に関し紛争を生じたときは、法第２５条に規定する建設工事紛

争審査会のあっせん、調停又は仲裁により解決するものとし、第１３条第１項第

１号の契約書に仲裁合意書を添付するものとする。 

（補則） 

第４９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、昭和46年11月１日から施行する。 

２ この規則施行の日の前日において、四日市市工事執行規則（昭和39年四日市市

規則第32号）第６条第２項の規定により登録した入札指名資格者名簿は、この規

則の相当規定による入札指名資格者名簿とみなす。 

３ この規則施行の日の前日において、現に契約を締結した工事の請負又は、工事

用材料の供給については、なお従前の例による。 

４ この規則の施行前に調製した用紙については、当分の間、これをとりつくろい

使用することができる。 
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（楠町との合併に伴う経過措置） 

５ 平成17年２月７日前に、楠町会計規則（昭和40年楠町規則第６号）第74条第３

項により指名競争入札資格者名簿に登録されている者は、この規則の相当規定に

より登録されたものとする。 

附 則（昭和60年２月22日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年９月１日規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市工事執行規則の規定は、昭

和63年４月１日から適用する。 

附 則（平成６年６月30日規則第28号） 

この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成７年５月19日規則第26号抄） 

（施行日等） 

１ この規則は、平成７年６月１日から施行する。 

２ 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則施行の日以後に契約を締結

する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結している

工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。 

（四日市市契約施行規則の一部改正） 

３ 四日市市契約施行規則（昭和39年四日市市規則第12号）の一部を次のように改

正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成９年３月31日規則第30号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年６月30日規則第43号） 

この規則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月27日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日

以後に契約を締結する工事の請負又は工事の設計、調査若しくは測量業務の委託

から適用し、同日前に契約が締結された工事の請負又は工事の設計、調査若しく
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は測量業務の委託については、なお従前の例による。 

附 則（平成13年９月28日規則第49号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則施行の日以

後に契約を締結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約

を締結している工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成14年３月14日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年３月15日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市工事執行規則第17条の２の規定にかかわらず、施行日から平

成14年３月31日までに入札を行う工事請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成15年４月24日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締

結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結してい

る工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。 

附 則（平成16年３月31日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に工事用材料の供給に係る入札参加資格者名簿に登録

されている者の登録に係る有効期間は、改正後の四日市市工事執行規則（以下「改

正後の規則」という。）第５条第３項の規定にかかわらず、平成17年３月31日ま

でとする。 

３ 改正後の規則第17条の２の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する

建設工事について適用し、同日前に契約を締結している建設工事については、な
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お従前の例による。 

附 則（平成17年２月４日規則第１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年２月７日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、施行日以後に締結される契約から適

用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。 

   附 則（平成23年３月31日規則第１４号） 

 この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年11月１日規則第４１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年３月30日規則第１２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成28年３月23日規則第２５号） 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年 4 月 26 日規則第３９号） 

この規則は、平成 31 年４月 26 日から施行する。 

 



第１号様式（第１１条関係） 

 

入     札     書 

年  月  日   

 

   四日市市長 

 

住 所            
入札者                

氏 名        ○印    
 

 

入 札 額 
         

 

 

 

工事（納入）場所 四日市市          地内 

工 事 名 

（件    名） 

 

入 札 保 証 金 
 

 

 

  上記金額にその１００分の  に相当する額を加算して得た金額で四日市市契約施行規則及

び四日市市工事執行規則により入札します。 

 

 ○注  １ この入札書は、１件ごとに作成し、インク又は墨で記入し数字は、アラビア数字を用

いること。 

   ２ 金額の訂正は認めない。 



第２号様式（第１１条関係） 

見     積     書 

 

年  月  日   

 

   四日市市長 

 

住 所            
見積者                

氏 名        ○印    
 
 
 

見 積 額 
         

 

 

 

工事（納入）場所 四日市市          地内 

工 事 名 

（件    名） 

 

 

 

  上記金額にその１００分の  に相当する額を加算して得た金額で四日市市契約施行規則及

び四日市市工事執行規則により見積りします。 
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